
令和７ 年1 月発行 

名古屋市 市営住宅 

先先 着着 順順 募募 集集 申申 込込 のの ごご 案案 内内  

◎ 一般募集において申込みのなかった市営住宅の入居者を募集します。  

募集住宅追加時期 ５ 月・ ８ 月・ １ １ 月・ ２ 月 

※※追追加加ささ れれるる募募集集住住宅宅はは、、 別別冊冊のの「「 先先着着順順募募集集  募募集集住住宅宅一一覧覧表表」」 ををごご覧覧くく だだささ いい。。   

 １ ． 応募初日受付  
 

令令和和７７ 年年２２ 月月６６ 日日（（ 木木））   
 

受付会場 開場時間 受付時間 

岡谷鋼機名古屋公会堂 

（ ４ 階ホール）  
午前９ 時３ ０ 分 午前９ 時３ ０ 分～午後３ 時 

住所： 昭和区鶴舞一丁目1 番3 号 

・ Ｊ Ｒ 中央線「 鶴舞駅」 下車 公園口より 徒歩２ 分 ・ 市バス「 鶴舞公園」 下車 徒歩３ 分          

・ 地下鉄鶴舞線「 鶴舞駅」 下車 ４ 番出口より 徒歩２ 分 

※駐車場の台数に限り がございますので、 公共交通機関でのご来場にご協力く ださい。  

※当当日日はは受受付付ののみみでですす。。 受付時間内にお申込みいただいた方の申申込込住住宅宅決決定定順順位位をを決決めめるる抽抽せせんん会会を、  

以下の日時に実施します。 詳細については、 別冊の「 先着順募集 募集住宅一覧表」 をご覧く ださい。 

 ２ ． 申込住宅決定順位の抽せん会  
 

令令和和７７ 年年２２ 月月１１ ００ 日日（（ 月月））   
  

抽せん会場 開始時間 

名古屋市住宅供給公社 ２ 階 抽せん会会場 午前１ ０ 時 

住所：  名古屋市西区浄心一丁目1 番6 号 シティ ・ ファ ミ リ ー浄心 

・ 地下鉄鶴舞線「 浄心」 下車 ６ 番出口より 徒歩１ 分 

※抽せん会会場にて、 申申込込住住宅宅のの決決定定順順位位をを決決めめるる抽抽せせんんを行います。 抽抽せせんん後後直直ぐぐにに住住宅宅がが決決定定すするる

わわけけででははあありり まませせんん。。   

※来場は任任意意です。 混雑を避けるためにも、 できるだけ来場はお控えく ださい。 申込住宅の結果は、 郵

送にてお知らせします。  
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≪市営住宅とは≫ 

  市営住宅は、 収入の少ない方に入居していただく ために、 国から補助を受けて建設された住宅です。 し

たがって、 入居条件の一つと して収入基準が法令で定められています。 家賃については、 入居者の収入

に応じて法令で定められた家賃を納付していただきます。 なお、 収入が著しく 低い世帯等のために家賃

／敷金の減額制度があり ます。  

  ３ 年以上入居している方で、 条例で定める額を超える収入のある方は「 収入超過者」 と して認定され、

①住宅の明渡努力義務が生じ、 ②収入に応じて条例で定める額が加算された家賃と なり ます。 公営住宅

については、 ５ 年以上入居している方で、 政令で定める高額な収入のある方は「 高額所得者」 と して 

認定され、 ①住宅の明渡請求を受け、 ②近傍同種（ 民間並み） の住宅の家賃と なり ます。  
 

≪個人情報の取扱について≫ 

  申込用紙に記載された個人情報は、 個人情報保護に関する法律、 名古屋市個人情報保護条例及び名古屋

市情報あんしん条例に基づき、 適正に管理します。 また、 お預かり した個人情報は市営住宅の入居者の

募集に関連する業務にのみ使用し、 法令に定められた場合を除き第三者に提供、 開示すること はあり ま

せん。  
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１. 申込住宅の決定から鍵の受領までの流れ 
 申込住宅の決定から鍵の受領までは、 次のよう な順序で進みます。  

① 申込住宅の決定 

 申込住宅決定順位の抽せん会後に、決定順位の上位の方から順に、申込住宅を決定します。決定方法につ

きましては、別冊「 先着順募集 募集住宅一覧表」 ２ ページの参考『 抽せん会後に行う 申込住宅決定方法に

ついて（ 申込住宅決定までの流れ）』 をご参照く ださ い。  

 

② 資格審査 

 申込住宅が決定した方は、 申込住宅決定通知および資格審査書類の提出のお知ら せを送付さ せていただ

きますので、 必要書類を揃えていただき、 名古屋市住宅供給公社管理課へ提出してく ださ い。  

※ 申込書の記入内容と ご提出いただいた公的証明書等の内容を確認します。 内容が異なる場合は失格と  

なり 、 入居できない場合があり ます（ ご提出いただいた書類はお返ししません）。  

 

③ 住宅の下見 ※ ②資格審査合格者の方が対象と なり ます。 申込住宅の決定時点では住宅の下見はできません。 

 資格審査合格者の方へ、契約書類を送付します。書類が届きましたら、申込住宅の下見が可能と なり ます

ので、契約前に必ず住宅の下見を行ってく ださい。なお、住宅の下見に必要な書類は契約書類と と もに送付

しますので、 詳細につきましてはそちらをご覧く ださ い。  

※ 下見の際は荷物などの搬入はできません。  

 

④ 契約手続き 

 契約手続書類が揃いましたら、名古屋市住宅供給公社管理課にお越しいただき、契約手続きをしていただ

きます。 契約手続きが完了した方には、「 契約手続完了通知書」 等をお渡しします。  

※ 一部でも書類が揃っていないと 、 契約手続きができませんので、 十分ご注意く ださ い。  

※ 現在市営住宅または定住促進住宅等に入居中の世帯の場合は、 契約手続きと 同時に現住宅の退去手続き

も行っていただきます。  

 

⑤ 鍵の受領 

 契約手続き完了後、 鍵を受領するこ と ができます。 鍵の受領は、 入居可能日（ 家賃発生日） の１ 週間前

（ 土、 日、 祝日の場合は前営業日） から可能と なり ます。  

 鍵の受領の際には、「 契約手続完了通知書」 等をお持ちく ださ い。 また、 お渡しする３ 本の鍵以外にマス

タ－キ－、 スペアキ－等はあり ません。 なく さないよう 十分ご注意く ださい。  

 なお、同時に市営住宅または定住促進住宅を退去する場合は、旧住宅の退去日（ 新住宅の入居可能日の前

日） から１ 週間以内に旧住宅の鍵をご返却いただきます。  

≪注意事項≫ 
※ お申込みいただいた住宅を変更すること はできません。  

※ 基準日は申込日です。 申込資格や収入基準、 年齢（ １ ２ ペ－ジの〈 公的年金等の場合〉 の表を除く ）、 出

産、 入籍（ 婚約者世帯の入籍を除く ） なども、 基準日現在において確認します。  

※ 入居期限は申込日から起算して６ ヵ 月です。 期限内に入居手続（ 契約） を完了し、 入居さ れない場合は入

居資格を失いますのでご注意く ださい。  

※ 契約を完了しても住民票の住所は変更さ れません。 入居可能日後１ ４ 日以内に申込家族全員で住民票の転

入・ 転居手続きを行ってく ださい。  

※ 荷物搬入等の目的で一部の家族だけが先に入居するこ と はできません。   
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２. 申込方法 

  申込みされる方は、 申込みの当日に以下の書類を受付窓口に提出してく ださい。 ※ 郵送不可  

名古屋市営住宅入居申込書 （先着順募集申込用( 初日受付用) ）  ※ このご案内に同封さ れています。  

※ １ ４ ～１ ５ ペ－ジの記入例をご参考のう え、 黒のボールペンか万年筆でご記入く ださい。  

※ 受付場所は、 表紙をご参照く ださい。  

 

≪申込み時の注意事項≫ 

※ 申込日現在で、 他の先着順募集住宅に申込み中の方はお申込みできません。  

※ 申込みは１ 世帯１ 通に限り ます。 同一人が複数の申込書に記載さ れた場合（ 申込者・ 同居人を問い

ません） はその全てを無効と します。  

※ 申込書提出後の申込住宅の変更はできません。  

※ 申込住宅に決定した方（ 申込住宅決定通知が届いた方） は、 残住宅へお申込みいただく こ と はでき

ませんので、 あらかじめご了承く ださい。  

※ 収入等、 入居資格について申込時点と 資格審査・ 入居時で変わる場合には、 内容により 失格と なる

こと があり ます。 お申込みの際は十分注意してく ださ い。  

※ 申込住宅の下見は、 鍵の保管などの理由により 、 資格審査を合格するまでできません。  

※ 市営住宅では犬、 猫、 小鳥などのペッ ト を飼育するこ と はできません。 入居にあたっては、 ペッ ト

を飼育しないこ と を誓約していただきます。  

※ 市営住宅は、 建設後相当の年数が経過している住宅が多く 、 一部の傷や汚れなど、 修繕できない箇

所があり ます。 また、 インターホンやエアコン、 インターネッ ト 等の設置にあたって、 住宅の建設

年度等により 回線工事等が必要と なる場合もあり ますので、 ご承知おきく ださ い。  

※ 市営住宅には住宅戸数分の駐車場が設置されていないため、 空き区画がなく 契約できない場合があ

り ます。 また、 車体寸法に制限があり ますので、 ご承知おきく ださい。  

※ 市営住宅では自治会等による自治活動が行われています。 入居にあたっては、 自治活動や清掃／除

草／ゴミ の整理等の活動に積極的に参加・ 協力するこ と を誓約していただきます。  

※ 市営住宅の入居契約時には、 申込者本人の印鑑登録証明書・ 家賃の３ ヶ月分の敷金納付が必要と な

り ます。  

※ 市営住宅の家賃等を滞納している方が入居予定家族の中にいる場合は、 滞納家賃等を完納するまで

住宅の契約はできません。  

※ 現在市営住宅等に入居中の世帯が申込む場合、 入居する際に現在の住宅を退去すること が契約の条

件と なり ます（ 結婚等による世帯分離の場合を除きます）。  

※ 単身でご入居さ れる方については、 資格審査時に介護状況申立書兼同意書を提出して頂きます。  

 



- 4 - 
 

３. 申込資格等について ※ 以下の１～７ （単身者は１・３～８） の要件すべてに該当することが必要です。 
 

番

号 
申 込 資 格 要 件 確 認 書 類 

1  申込者本人の住所地または勤務地が名古屋市内

にあること  

住民票（ 申込日現在での居住を確認します）  

住所地が名古屋市内にない方は、 勤務地が名古

屋市内であるこ と の証明も必要です。  

2  同居する親族または同居予定の親族がいること  

（ 単身者を除く ）  

 

 

 

 

婚約者世帯等の方については入居期限までに申

込家族全員で入居できること  

続柄等の記載のある世帯全員分の住民票 

住民票が別の場合は戸籍謄本等 

※内縁関係の場合は、住民票に「 未届の夫・ 妻」

と 記載されており 、 それぞれ戸籍上の配偶者のな

いこ と が確認できること が必要です。  

 

婚約者と 申込む方は、 婚約証明書 

※ただし、 契約前に婚姻届受理証明等の公的証

明書の提出が必要です。  

名古屋市または愛知県のファ ミ リ －シッ プ制

度の宣誓をされた方は、 宣誓書記載内容等証明書 

里親に委託されている児童は、 里親（ 措置） 決

定通知書 

申込みできない世帯構成に注意してく ださい。

（ ６ ペ－ジ参照）  

3  収入が基準の範囲内であるこ と  

（ ９ ～１ ３ ペ－ジに掲載）  

市区町村の発行する所得証明書等 

4  現在、 何らかの理由で住宅に困っていること  

（ 入居予定家族の中に自分名義の住宅をお持ち

の方がいる場合は申込みできません）  

※ 右欄参照 

現在お住まいの住宅の賃貸借契約書 

（ 物件所在地・ 家主・ 借主のわかるもの）  

※ 現在の持ち家を入居契約までに処分でき る

場合は申込みできます。その場合は次の書類

を書類審査時に提出していただきます。  

不動産の売買契約書・ 競売開始を証明するもの

等（ 入居期限までに処分できない場合は失格と な

り ます）  

5  申込者本人及び同居する親族または同居予定の

親族が暴力団員でないこと  

暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する

法律第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員でないこ

と を誓約していただきます。  

また、 暴力団員であるか否かについて、 必要な

場合に愛知県警察本部に照会さ れる こ と に同意

していただきます。  

6  申込者本人及び同居する親族または同居予定の

親族に、 市営住宅または定住促進住宅の未納の家

賃等がないこ と  

申込日現在の支払い状況を確認さ せていただ

きます。 未納の家賃等がある場合は、 申込み前に

お支払く ださい。  

7  申込者本人及び同居する親族または同居予定の

親族に、 過去３ 年以内に市営住宅、 または定住促

進住宅から、 明渡請求を受けて退去した方がいな

いこ と 。 ※迷惑行為により 明渡請求を受けた方に

ついては 1 0 年（ 単身入居理由の①〜⑫に該当す

る方については５ 年） 以内。  

資格審査時に確認させていただきます。  

（ 確認書類の提出は必要あり ません）  
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番

号 
申 込 資 格 要 件 確 認 書 類 

８
・
単
身
入
居
理
由
・ 

配偶者等がなく 次の条件のいずれかに該当する

方（ ②～⑧の該当者でも満1 5 歳に達した日以後

の最初の３ 月3 1 日を経過していない方は申込み

ができません）  

① 満6 0 歳以上の方 

② 身体障害者手帳所持者でその程度が１ 級から

４ 級の方 

③ 精神障害者保健福祉手帳所持者でその程度が

1 級から 3 級の方 

④ 愛護手帳（ １ 度から４ 度）、 療育手帳（ 愛護

手帳（ １ 度から４ 度） に相当する程度） 所持

者の方 

⑤ 難病により 、 障害福祉サ－ビス、 地域相談支

援、 特定医療費のいずれかを受けている方 

 

 

⑥ 戦傷病者手帳所持者で、 その程度が恩給法の

特別項症から第６ 項症および第１ 款症の方 

⑦ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第

1 1 条第１ 項の規定により 、 厚生労働大臣の

認定を受けている方 

⑧ 生活保護法の規定により 保護を受けている方 

⑨ 海外からの引揚者で引揚後５ 年を経過してい

ない方 

⑩ ハンセン病療養所入所者等 

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の

支給等に関する法律第２ 条の規定によるハン

セン病療養所入所者等の方 

⑪ ＤＶ（ 配偶者等からの暴力） 被害者の認定を

さ れている方 

 

 

 

⑫ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律の規定により 支援給

付を受けている方 

 

 配偶者等がいないこと を戸籍謄本等により 確

認さ せていただきます。 別居しているだけでは

申込みできません。  

 

→住民票等 

→身体障害者手帳 

 

→精神障害者保健福祉手帳 

 

→愛護手帳、 療育手帳 

 

 

→障害福祉サ－ビス受給者証又は地域相談支援

受給者証（ 障害種別が４ 又は５ （ 難病によるも

のに限る））  

→特定医療費受給者証（ 指定難病）  

→戦傷病者手帳 

 

→原子爆弾被爆者に対する特別手当証書 

 

 

→生活保護費の受給証明書 

→引揚後５ 年未満である旨の厚生労働省社会・

援護局の引揚証明書 

→ハンセン病療養所への入所を証する書類 

 

 

 

→県女性相談支援センタ－か女性自立支援施設

で保護を受けている又は受けていた証明書（ 保

護終了後５ 年を経過していない方が対象） また

は裁判所の保護命令決定書の写し（ 決定日から

５ 年を経過していない方が対象）  

→支援給付の受給を証明する書類 

※ 一般・ 単身共通の一部住宅については、 上記資格のない方でも単身でお申込みいただけます。  

詳細については、 ６ ペ－ジ内≪申込資格要件（ 年齢要件） の緩和について≫をご覧く ださ い。  
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≪申込資格要件（年齢要件）の緩和について≫ 

先着順募集における一般・ 単身共通の一部住宅については、 申込資格要件（ 年齢要件） を緩和し、 満

6 0 歳未満の方でも単身で申込みできます。 ただし、 この場合でも満1 5 歳に達した日以後の最初の 3 月

3 1 日を経過していない方は申込みできません。  

対象と なる住宅は、 別冊「 先着順募集 募集住宅一覧表」 の「 備考」 欄に「 年齢要件緩和」 の記載があ

るも のです。  

 

≪緊急連絡先の届出について≫ 

入居契約時に、 緊急連絡先と なる方１ 名の届出をお願いします。  

  できるだけ親族の方で、 名古屋市内または名古屋市近郊に居住している方に依頼してく ださ い。  

  緊急連絡先と なった方には、 入居者の方が病気や事故、 長期不在等により 連絡が取れなく なった場合

にご連絡させていただきます。  

 

≪申込みできない世帯構成≫ 

 例 備    考 

１  

夫婦を分割した世帯 

（ 現在離婚調停裁判中または調定裁判予定の方お

よびＤＶ被害者と 認定された方を除く ）  

離婚調停中または裁判中の方は事件係属証明書

の提出が必要です（ ＤＶ被害者の方は、 確認書類

の提出のみ）。  

２  不自然な寄り 合い世帯、 分割世帯  他に扶養義務者がある方を統合した世帯など 

３  
兄弟姉妹だけで構成された世帯 

（ 両親死亡等を戸籍上証明できる等の場合を除く ） 

 詳し く は、 名古屋市住宅供給公社管理課 

（ 0 5 2  - 5 2 3  - 3 8 7 5 ） に、 お問い合わせく だ

さい。  

※ これ以外の場合も含め、 不自然な世帯構成と みなされる場合には申込みができません。  

※ 資格審査において不自然な世帯構成と 判定された場合は失格と なり ます。  

 

≪ご相談いただくときのお願い≫ 

申込資格の有無や申込住宅の種別の判定は、 全ての書類を提出していただいて初めて確定しますので、

それらの書類を確認するまでは最終的な判定はできません。 ご相談の段階では口頭や一部の書類だけでご

質問いただく こ と が多いため、 後日資格審査書類を提出された時に、 書類の内容によっては判定が変わる

場合もあり ます。 口頭や一部書類でのご相談の場合は、 最終的な判定にはならないこと をあらかじめご承

知おきく ださい。  

 

≪東日本大震災において被災された方へ≫ 

「 福島復興再生特別措置法」 または「 東京電力原子力事故により 被災した子どもをはじめと する住民等

の生活を守り 支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律（ 子ども ・ 被災者支援

法）」 の対象と なる方は、 入居資格の一部が緩和される場合があり ます。 詳しく は、 名古屋市住宅供給公

社管理課（ 0 5 2  - 5 2 3  - 3 8 7 5 ） にお問い合わせく ださい。   
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４. 申込区分 

≪申込区分一覧≫ 

申込区分 対象世帯 

一般・ 単身共通 単身者、 ２ 人以上の世帯（ 出生前の胎児は含みません）  

多家族・ 多子世帯向 ５ 人以上の世帯または１ ８ 歳以下の子（ ※） を３ 人以上含む世帯 

   ※１ ８ 歳に達する日以後の最初の３ 月３ １ 日までの間にある子（ 出生前の胎児を含む）  

 

≪申込区分と世帯構成の関係≫ 
 申込区分と 世帯構成の関係は下表のと おり です。 お申込みの区分について、 世帯要件等が申込書で確認

できない場合は、 受付できませんのでご注意く ださい。  

  ○…申込可 

  △…申込区分ごと の資格要件を満たす場合、 申込可 

  ×…申込不可 

                    申込区分 

世帯構成 
一般・単身共通 

多家族・ 

多子世帯向 

一般世帯 

２ 人以上の世帯 ○ △ 

５ 人以上の多家族世帯または１ ８ 歳

以下の子（ ※） を３ 人以上含む世帯 
○ ○ 

単 身 者 ○ × 

※１ ８ 歳に達する日以後の最初の３ 月３ １ 日までの間にある子（ 出生前の胎児を含む）  

 

≪事故住宅について≫ 
事故住宅と は、 居室内で入居者等が死亡し、 発見が遅れた住宅又は火災が発生した住宅のう ち、 事故発生

から概ね１ 年以上が経過し、 住宅の復旧補修が可能になった住宅です。  

 事故の個別の状況（ 死亡原因や発見経緯等） については、 お答えしかねますので、 ご承知おきく ださ い。  

 なお、 入居に際しては、 事故に起因する異議を申し立てない旨の誓約書をご提出頂きますので、 ご了解の

上お申し込みく ださい。  

 対象と なる住宅は、 別冊「 先着順募集 募集住宅一覧表」 の「 備考」 欄に、「 事故住宅」 の記載があるも

のです。  

 

［参考］ ≪未修繕住戸の募集について≫ ※今回の募集対象にはありません。 
未修繕住戸と は、 前入居者が退去後、 住宅の修繕が未施工の住宅と なり ます。 お申込後に修繕を行います

ので、 修繕完了までに２ ～３ ヶ月程度要します。 申込みからご入居までに期間を要しますので、 あらかじめ

ご承知おきく ださい。  
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≪その他≫ 
（ ペッ ト 飼育について）  

 市営住宅では犬・ 猫・ 小鳥などのペッ ト を飼育すること はできません。 入居にあたっては、 ペッ ト を飼育

しないこと を誓約していただきます。  

（ インターホン・ エアコン・ インターネッ ト 等について）  

 市営住宅にはインターホンやエアコン、 インターネッ ト 等は付属しており ません。 また、 設置にあたって

は住宅の建設年度等により 回線工事等が必要と なる場合もあり ますので、 ご承知おきく ださい。  

（ 風呂桶・ 風呂釜について）  

 住宅によっては、 風呂桶や風呂釜を入居者ご自身で設置していただく 必要があり ます。 社会情勢等により

給湯設備の供給に遅れが生じている可能性があり ますので、 ご承知おきく ださ い。  

（ 修繕等について）  

 市営住宅は、 建築後相当の年数が経過している住宅が多く 、 一部の傷や汚れなど修繕できない箇所があり

ます。  
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５. 収入基準について 

≪収入計算の対象となる収入、ならない収入≫ 

申込者本人及び同居親族（ 同居予定者を含む） のう ち、 収入のある方全員の合計総所得金額により 、 申込

資格等の有無を判定します。  

１ . 収入計算の対象と なる収入は、 所得税法上課税の対象と なる収入のう ち、 継続的収入をいいます。  

① 給 与 所 得 ：  給与／賃金／賞与／残業手当／専従者給与など 

② 上 記 以 外 の 所 得 ：  事業所得／配当所得／不動産所得など 

③ 公 的 年 金 等 ：  下表参照 

年金の種類 計算の対象となるもの 計算の対象とならないもの 

国民年金法による年金 老齢基礎年金、 通算老齢年金 
障害基礎年金、 遺族基礎年金、  

寡婦年金、 老齢福祉年金 

厚生年金保険法による年金 老齢厚生年金、 通算老齢年金 障害厚生年金、 遺族厚生年金 

国家公務員共済組合法、 地方公務

員等共済組合法、 公共企業体職員

等共済組合法、 私立学校教職員共

済組合法、 農林漁業団体職員共済

組合法による年金 

退職共済年金、 減額退職年金、  

通算退職年金 
障害共済年金、 遺族共済年金 

※ 上の表のほかにも、「 課税対象と なる」 公的年金等は、「 収入計算の対象」 と なり ます。  

 

２ . 収入計算から除外さ れる収入は、 生活保護の扶助料／雇用保険金／傷病手当金／労災保険金／休業補償

金／遺族年金をはじめと する一部年金／仕送り ／給与所得者の一定額までの通勤手当などの課税されな

い収入等です。  

 

３ . 婚約者世帯の方が退職予定で申込む場合のみ（ ただし、 退職期限は入居期限の前日です） 無職と して扱

う こ と ができます。 この場合、 申込書の備考欄には「 ○年○月○日退職予定」 と 記入してく ださい。 な

お、 資格審査時には退職証明書等の提出が必要と なり ます。   
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≪収入基準と住宅種別（公営／改良) ≫ 
 収入のある方全員の総所得金額をも と に１ ２ ・ １ ３ ペ－ジの計算式により 算出される所得月額により 、 申

込可能な住宅種別が異なり ます。  

 改良住宅は、 収入基準が公営住宅より 低く なっていますのでご注意く ださ い。  

※ 「 公営住宅」 は、 公営住宅法に基づいて建設さ れた住宅です。 名古屋市営住宅の多く は公営住宅になり ま

す。  

※ 「 改良住宅」 は、 住宅地区改良法に基づいて建設された住宅で、 収入基準等が公営住宅と 異なり ます。  

※ このほか、 住宅市街地総合整備事業の施行に伴い建設された「 コミ ュニティ 住宅」 があり ます。 収入基準

等は改良住宅と 同じであり 、 募集案内では改良住宅と して表記しています。  
 

申込世帯 

住宅種別 
原則階層 裁量階層 

公営住宅 所得月額 １ ５ ８ ， ０ ０ ０ 円以下 所得月額 ２ １ ４ ， ０ ０ ０ 円以下 

改良住宅 所得月額 １ １ ４ ， ０ ０ ０ 円以下 所得月額 １ ３ ９ ， ０ ０ ０ 円以下 

 なお、「 裁量階層世帯」 と は、 下表の要件に該当する世帯をいい、 一般的な世帯である原則階層世帯に比

べ、 収入基準が緩和されます。  

裁量階層世帯 

  高齢者 申込者本人が 6 0 歳以上で、 同居親族がある場合は、 いずれも が 6 0 歳以上または 1 8 歳未満

の世帯 

  身体障害者(１ 〜4 級)世帯 

  精神障害者(１ ・ ２ 級)世帯 

  愛護手帳所持者(１ 〜３ 度)世帯 

  療育手帳所持者(愛護手帳(１ 〜３ 度)に相当する程度)世帯 

  難病により 、 障害福祉サ－ビス、 地域相談支援、 特定医療費のいずれかを受給している世帯 

  戦傷病者(特別項症〜第6 項症・ 第１ 款症)世帯 

  原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている)世帯 

  海外引揚者(本邦に引き揚げた日から 5 年未満)世帯 

  ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２ 条の規定によるハンセン病療養所

入所者等の世帯 

  １ ８ 歳に達する日以後の最初の３ 月３ １ 日までの間にある者がいる世帯 

 

６. 収入基準と家賃 
 家賃は、 １ ２ ・ １ ３ ペ－ジに掲げる計算式に沿って計算された所得月額が、 下表のどの家賃区分に該当す

るかによってその額が決まり ます。  

[ 公営住宅]  （単位：円）  [ 改良住宅]  （単位：円） 

家賃区分 所得月額  家賃区分 所得月額 
１       0 ～1 0 4 ,0 0 0   １       0 ～1 0 4 ,0 0 0  

２  1 0 4 ,0 0 1 ～1 2 3 ,0 0 0   ２  1 0 4 ,0 0 1 ～1 1 4 ,0 0 0  

３  1 2 3 ,0 0 1 ～1 3 9 ,0 0 0   ３  1 1 4 ,0 0 1 ～1 2 3 ,0 0 0  

４  1 3 9 ,0 0 1 ～1 5 8 ,0 0 0   ４  1 2 3 ,0 0 1 ～1 3 9 ,0 0 0  

５  1 5 8 ,0 0 1 ～1 8 6 ,0 0 0   ■原則階層世帯 区分 １ ・ ２  

６  1 8 6 ,0 0 1 ～2 1 4 ,0 0 0   ■裁量階層世帯 区分 １ ～４  

■原則階層世帯 区分 １ ～４     

■裁量階層世帯 区分 １ ～６     
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≪収入基準早見表の使える方／収入による判定≫ 

※ すべての世帯が早見表を使って判定できるわけではあり ません。 次の１ ～３ の全てに該当する場合に

限って判定ができます（ それ以外の方は、 １ ２ ・ １ ３ ペ－ジの計算が必要です）。  

１ . 収入のある方が一人だけ 

２ . 年金を受給している方がいない 

３ . 次の表に該当する方がいない  

※ 年齢は全て申込日現在の満年齢で計算します。  

① ７ ０ 歳以上の扶養親族・ ７ ０ 歳以上の同一生計配偶者 

② １ ６ 歳以上２ ３ 歳未満の扶養親族（ 同一生計配偶者は除く ）  

③ 特別障害者（ 身体障害者手帳１ ・ ２ 級、 愛護手帳１ ・ ２ 度など）  

④ 障害者（ 身体障害者手帳３ ～６ 級、 愛護手帳３ ・ ４ 度など）  

⑤ 寡婦控除を受けている方 

⑥ ひと り 親控除を受けている方 

⑦ 市営住宅に入居しないが、 所得税法上扶養している親族 

  
     

同居扶養人数 
 

階層 

なし  

( 単身者)  

１  人 

(２ 人家族) 

２  人 

(３ 人家族) 

３  人 

(４ 人家族) 

４  人 

(５ 人家族) 

５  人 

(６ 人家族) 

６  人 

(７ 人家族) 

原則階層 
公営 

住宅 

2, 967, 999 
以下 

3, 511, 999 
以下 

3, 995, 999 
以下 

4,471, 999 
以下 

4,947, 999 
以下 

5,423, 999 
以下 

5, 895, 999 
以下 

裁量階層 
3, 887, 999 

以下 
4, 363, 999 

以下 
4, 835, 999 

以下 
5,311, 999 

以下 
5,787, 999 

以下 
6,263, 999 

以下 
6, 720, 000 

以下 

  
     

同居扶養人数 
 

階層 

なし  

( 単身者)  

１  人 

(２ 人家族) 

２  人 

(３ 人家族) 

３  人 

(４ 人家族) 

４  人 

(５ 人家族) 

５  人 

(６ 人家族) 

６  人 

(７ 人家族) 

原則階層 
公営 

住宅 

1, 896, 000 

以下 

2, 276, 000 

以下 

2, 656, 000 

以下 

3,036, 000 

以下 

3,416, 000 

以下 

3,796, 000 

以下 

4, 176, 000 

以下 

裁量階層 
2, 568, 000 

以下 

2, 948, 000 

以下 

3, 328, 000 

以下 

3,708, 000 

以下 

4,088, 000 

以下 

4,468, 000 

以下 

4, 848, 000 

以下 

  
     

同居扶養人数 
 

階層 

なし  

( 単身者)  

１  人 

(２ 人家族) 

２  人 

(３ 人家族) 

３  人 

(４ 人家族) 

４  人 

(５ 人家族) 

５  人 

(６ 人家族) 

６  人 

(７ 人家族) 

原則階層 
改良 

住宅 

2, 211, 999 

以下 

2, 755, 999 

以下 

3, 299, 999 

以下 

3,811, 999 

以下 

4,287, 999 

以下 

4,763, 999 

以下 

5, 235, 999 

以下 

裁量階層 
2, 643, 999 

以下 

3, 183, 999 

以下 

3, 711, 999 

以下 

4,187, 999 

以下 

4,663, 999 

以下 

5,135, 999 

以下 

5, 611, 999 

以下 

  
     

同居扶養人数 
 

階層 

なし  

( 単身者)  

１  人 

(２ 人家族) 

２  人 

(３ 人家族) 

３  人 

(４ 人家族) 

４  人 

(５ 人家族) 

５  人 

(６ 人家族) 

６  人 

(７ 人家族) 

原則階層 
改良 

住宅 

1, 368, 000 

以下 

1, 748, 000 

以下 

2, 128, 000 

以下 

2,508, 000 

以下 

 2, 888, 000

以下 

3,268, 000

以下 

3, 648, 000 

以下 

裁量階層 
1, 668, 000 

以下 

2, 048, 000 

以下 

2, 428, 000

以下 

2,808, 000 

以下 

 3, 188, 000

以下 

3,568, 000 

以下 

3, 948, 000 

以下 

  原則階層／裁量階層については、 １ ０ ペ－ジを参照してく ださい。  

  年の途中で勤務先等が変わった方は、 収入または所得を「 年間金額」 に換算する必要があり ます。  
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≪収入基準早見表の使えない方／所得による判定≫ 
※ 以下の①～④の手順に従い、 お申込み世帯の所得月額を算出してく ださい。  
① 収入を所得へ換算する 

〈 給与所得の場合〉 年間総収入金額から年間総所得金額を計算します⇒○Ａ  

総収入金額から総所得金額を計算する方法（ 給与所得以外の所得にはこの計算式は使用できません）  

651, 000 円未満 0 円 

651, 000 円以上～  1, 619, 000 円未満 年間総収入金額－650,000 円 

1,619, 000 円以上～  1, 620, 000 円未満 969,000 円 

1,620, 000 円以上～  1, 622, 000 円未満 970,000 円 

1,622, 000 円以上～  1, 624, 000 円未満 972,000 円 

1,624, 000 円以上～  1, 628, 000 円未満 974,000 円 

1,628, 000 円以上～  1, 800, 000 円未満 端数処理をします 

（ 処理方法は表の下

をご確認く ださい）。  

端数処理後の年間総収入金額×0.6 

1,800, 000 円以上～  3, 600, 000 円未満 端数処理後の年間総収入金額×0.7－180, 000 円 

3,600, 000 円以上～  6, 600, 000 円未満 端数処理後の年間総収入金額×0.8－540, 000 円 

6,600, 000 円以上～  8, 500, 000 円未満 年間総収入金額×0.9－1,200, 000 円 

8, 500,000 円以上～ 年間総収入金額－2,050, 000 円 

※ 所得税法における給与所得の金額と は異なる場合があり ます。  

［ 端数処理の方法］                          （ 例） 2, 831, 597 円の場合 

（ ⅰ）  年間総収入金額を 4, 000 で割って小数点以下を切り 捨てる。 → 2, 831,597÷4,000＝707.899… 

（ ⅱ）  （ ⅰ） で算出した数字に 4,000を掛ける。            → 707×4, 000＝2,828, 000 

●2,828, 000 円を端数処理後の年間総収入金額と します。  
 

〈 事業所得等の場合〉 年間総所得金額を使用します⇒○Ｂ  

〈 公的年金等の場合〉 下記の表により 年間総所得金額を算出してく ださ い⇒○Ｃ  

65 歳以上の方 

  330 万円未満 年間総所得金額＝ （A）  － 1,200,000円 

330 万円以上 410 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.75 －  375,000 円 

410 万円以上 770 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.85 －  785,000 円 

770 万円以上 1,000 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.95 － 1,555,000円 

1,000 万円以上   年間総所得金額＝ （A）  － 2,055,000円 

65 歳未満の方 

  130 万円未満 年間総所得金額＝ （A）  －  700,000 円 

130 万円以上 410 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.75 －  375,000 円 

410 万円以上 770 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.85 －  785,000 円 

770 万円以上 1,000 万円未満 年間総所得金額＝ （A） ×0.95 － 1,555,000円 

1,000 万円以上   年間総所得金額＝ （A）  － 2,055,000円 

 ※ 所得税法における公的年金等に係る雑所得の金額と は異なる場合があり ます。  

（ 注） ６ ５ 歳未満であるかどう かの判定は、 申込みした年の１ 月１ 日時点での満年齢により 判断いたします。  

 

次ペ－ジへ  

② 得られた所得を合算する ○Ａ ＋○Ｂ ＋○Ｃ ＝○Ｄ  

  給与所得（ ○Ａ ）、 事業所得等（ ○Ｂ ）、 公的年金等（ ○Ｃ ） のいずれかのみがある方は、 その金額が総所得金額

（ ○Ｄ ） と なり ます。  

  ○Ａ ～○Ｃ のう ち複数の所得がある方は、 それらの所得を合算した金額が総所得金額（ ○Ｄ ） と なり ます。  

（ 例えば、 給与と 課税対象年金の両方を受けている場合や、 自営業と 会社勤めの両方で収入を得ている場合が該

当します）  

※ ここで計算された総所得金額（ ○Ｄ ） は、 所得税法における所得の金額と は異なる場合があり ます。  
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④ 必要な控除をし、 １ ２ で割って所得月額を算出し、 収入基準を確認する 
※世帯全員の総所得金額  所 得 月 額 

｛  ○Ｅ     円  －（ ３ ８ 万円×○Ｅ   人 ＋○Ｅ    円 ）｝ ÷１ ２ ＝ ○Ｅ    円1 

一般控除  特 別 控 除  
（ 下表１ 、 ２ ）   該当する方のみ（ 下表３ ～８ ）   

同 居 ･ 扶 養 親 族 数 

（ 申込者本人は含ま れま せん）  

※１ ０ ペ－ジ参照 

公営住宅 
所得月額 

１５８,０００円以下 
所得月額 

２１４,０００円以下 

改良住宅 １１４,０００円以下 １３９,０００円以下 

一
般
控
除 

１ .同 居 親 族 
申込者本人以外の配偶者または親族で、 市営住宅に入居予定の方 

（ 例） 夫･妻･子供･父･母など 
３ ８ 万円 

２ . 同居し ていない扶養親族  

市営住宅に入居しないが、 所得税法上の扶養親族である方 

(仕送り をしているだけでは、 扶養親族になっていない場合が多いの

で注意してく ださい)  

３ ８ 万円 

特
別
控
除 

３ .老人扶養親族 扶養親族で 70歳以上の方 １ ０ 万円 

４ .老 人 配 偶 者 同一生計配偶者で 70 歳以上の方 １ ０ 万円 

５ . その他の扶養親族 扶養親族で 16歳以上23歳未満の方（ 同一生計配偶者は除く ）  ２ ５ 万円 

６ ． 障 害 者 

申
込
者
本
人
又
は 

１

・

２

の

方

で 

次
に
該
当
す
る
方 

特
別
障
害
者 

身体障害者手帳 1･2 級所持者、 精神障害者保健福祉 

手帳 1 級所持者、 愛護手帳 1･2 度所持者、 戦傷病者 

手帳特別項症～第3 項症所持者、被爆者健康手帳所持

者のう ち厚生労働大臣の認定患者  他 

４ ０ 万円 

障
害
者 

身体障害者手帳3～6 級所持者、 精神障害者保健福祉

手帳2･3級所持者、愛護手帳3･4度所持者、戦傷病者

手帳第4項症～第4 目症所持者  他 

２ ７ 万円 

７ ． 寡 婦 
申込者本人あるいは同居親族で 

所得税法上の寡婦に該当する方 

その方の総所得金額（ Ⓓ） が 

27 万円以上の場合 
２ ７ 万円 

その方の総所得金額（ Ⓓ） が 

27 万円未満の場合 
その所得金額 

８ ． ひ と り 親 

申込者本人あるいは同居親族で 

所得税法上のひと り 親に該当 

する方 

その方の総所得金額（ Ⓓ） が 

35 万円以上の場合 
３ ５ 万円 

その方の総所得金額（ Ⓓ） が 

35 万円未満の場合 
その所得金額 

(注1)  現在別居中で市営住宅に同時に入居しよう と する親族の方や婚約者の方も、 同居親族に含まれます（ 申込者本人を除きます）。  

(注2)  扶養親族、 老人扶養親族、 同一生計配偶者、 障害者、 特別障害者、 寡婦、 ひと り 親はいずれも所得税法上に規定されている方です。 

(注3)  年齢は申込日現在の満年齢で計算します。  

(注4)  出生前の胎児は、 一般控除の同居・ 扶養親族数に含まれません。  

③ 世帯全員の総所得金額を算出する ○Ｄ （ 1 人目） ＋○Ｄ （ 2 人目） ＋・ ・ ・ ＝○Ｅ  

  単身世帯又は所得のある方が１ 人の世帯は、 ②で得られた金額が世帯全員の総所得金額（ ○Ｅ ） と なり ます。  

  所得のある方が２ 人以上いる世帯は、 所得のある方それぞれについて総所得金額（ ○Ｄ ） を計算します。  

所得のある方全員の○Ｄ を合計した金額が、 世帯全員の総所得金額（ ○Ｅ ） と なり ます。  

（ 例えば、 夫婦が共働きの場合や親子で仕事をしている場合が該当します）  
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-

- -

- -

①

②

③

年

月

④

年

月

⑤

年

月

〒０００－００００

名古屋市西区○○町１番１号　サン・ライフビル１０階

〒 －

０００－０００－００００

名古屋市住宅供給公社記入欄　※以下は記入しないでください

荘 棟 号

０５２ ０００ ００００

０９０ ００００ ００００

０年

０月

年

昭・平・令

ナゴヤ　ハナコ

妻
男
・
女

大　・　昭　・　平　・　令

男
・
女

性別 生　年　月　日

０００－０００－００００

名古屋　太郎

ナゴヤ　タロウ

氏　　　　名

大　・　昭　・　平　・　令

０ 無職

< 　裏　面　も　必　ず　ご　記　入　く　だ　さ　い　 >

名 古 屋 市 営 住 宅 入 居 申 込 書 令和　　　　年　　　　月　　　　日

申込者の
現住所

住　　所

大　・　昭　・　平

０

員番

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号ハイツ愛知Ａ棟１０１号

身体障害者手帳４級
００ ００ ００

昭・平・令

会社員

００ ００

男
・
女

男
・
女

入
居
を
希

望
す

る
世
帯
員
（

計
　

　
人
）

昭・平・令

先 着 順 募 集 申 込 用 （ 初 日 受 付 用 ）

  次のとおり市営住宅への入居の申込みをします。申込み内容が事実と相違するときは、申込みを無効とされても異議を申しません。

　なお、入居を希望する世帯員が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。）でないことを誓約します。

　また、名古屋市営住宅条例第４７条の２の規定により、暴力団員であるかについて、愛知県警察本部長に意見を聴くことことに同意し、その結果、入居後に暴力団員であることが

判明したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡すことを誓約します。

（あて先）名古屋市住宅供給公社　理事長 フリガナ ナゴヤ　タロウ
　　 　　　 名古屋市長

電話番号 (自宅／携帯等）

〒　460　―　0001

満年齢 職業 備　　　考
就業又は
開業年月

フ リ ガ ナ
続柄

（自宅）

（携帯）

申込者 名古屋　太郎

入居可能日 登録ＮＯ．

※網掛け箇所は、記入しないでください。

申込者
本人

勤務者員番

０００－０００－００００ ①電話

主な

生計者の
勤務先

○○○○会社　営業部

名古屋　花子

昭・平・令

大　・　昭　・　平　・　令

月

令和○年○月○日退職
００

男
・
女

大　・　昭　・　平　・　令 昭・平・令

備考

　・緊急連絡先となる方は、できるだけ親族の方で名古屋市内又は名古屋市近郊に居住している方に依頼してください（契約時には緊急連絡先になる方の署名が必要です）。

　・緊急連絡先となった方には、入居者の方が病気や事故、長期不在等により連絡が取れなくなった場合にご連絡させていただきます。

緊
急
連
絡
先

氏
名

　フリ ガナ　　　アイチ　タロウ 性別 生年月日 申込者との関係

愛知　太郎

　名古屋市中川区○○町○○番地の○

妻の父００ ００ ００

―

決
定
住
宅

―

勤務先の
所在地

住
所

０００ ００００

男

・
女

大　・　昭　・　平

勤務先の
名称

電話番号
電話

　名古屋中央物産（株）

供給
公社

管理

課長

住 宅 名

電話

管理課

先着順募集 募集世帯 入居方法 世帯 障 受　付　印

住宅
管理課

抽せん番号(受付番号)

住宅コード

審査・
決裁欄

名古屋
市

住宅管理
課長

７. 申込書記入例 
※ 申込書は、 黒のボ－ルペンか万年筆でご記入く ださい。  

※ 以下は、 申込書記入の一例になり ますので、 ご自身の申込区分、 世帯構成などに従ってご記入く ださい。  

 

 

 

  

●電話番号は必ずご記入く ださい。  

＜備考欄＞ 

●身体障害者手帳等の所

持者は、 手帳名と その程

度を記入してく ださい。  

●退職の方は、「 ○○年

○月○日退職」 と 記入し

てく ださい。  

●婚約者世帯に限り 、 退

職予定で申込みが可能で

す。 その場合は、 退職予

定日を記入してく ださ

い。  

●妊娠中の方は、「 母子

手帳」 と 記入してく ださ

い。  

●無職である場合は、 職業欄に 

「 無職」 と ご記入く ださい。  

●現住所は、 アパ

ート 名、 部屋番号

など、 詳しく ご記

入く ださい。  

※郵便番号の記入

忘れにご注意く だ

さい。  

表面 

●勤務先が世帯員の誰のものかわかるよう に、  

該当者の氏名欄の左上の丸数字（ 員番） をご記入く ださい。  
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●単身者の方は、

この案内書の５ ペ

ージを参照の上、

該当する「 単身入

居理由」 に必ず

「 ○」 をつけてく

ださい。  

●申込希望住宅を、 第１ 希望から第５ 希望まで

ご記入く ださい。  

裏面 
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駐車場について 

・  駐車場の契約手続きは、 住宅の契約後に行う こと ができます。  

・  団地によっては駐車場がない場合や満車の場合がございます。また、契約可能な車両には大きさ等の制限

（ ※） があり ますので、 あらかじめご了承く ださい。  

※ 自家用自動車等で幅1 .8 m 以下、 長さ 4 .9 m 以下のもの。  

（ 立体式駐車場及び機械式駐車場の場合は、 このほか高さや重さ の制限があり ます）  

・  駐車場を契約さ れる方は、 契約時に駐車場使用料金と 敷金（ 使用料金の 3 ヶ月分） が別途必要です。  

 

＜駐車場の契約手続きや空き状況についてのお問い合わせ先＞ 

名古屋市住宅供給公社 

東部事務所 ☎0 5 2  - 7 7 4  - 3 8 7 1   南部事務所 ☎0 5 2  - 8 2 3  - 1 3 1 5  

西部事務所 ☎0 5 2  - 3 0 3  - 2 2 5 1   北部事務所 ☎0 5 2  - 5 2 9  - 1 2 6 1  

＜方面事務所の管轄区域は下記ホームページをご参照く ださい＞ 

h ttps://w w w .jkk-n agoya .or.jp/otoiaw ase/nyuukyo_ ta ikyo.h tm l/ 
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メ  モ 



浄心斎場浄心斎場

お客様駐車場入口お客様駐車場入口

入口

銀行

浄　心

浄心南

地下鉄
6番出口

立体
駐車場
（3階）

地下鉄鶴舞線

至庄内通

至浅間町

葬儀会館

至
天
神
山

至
城
北
橋「

浄
心
」駅

浄
心

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル

名古屋市住宅供給公社
（シティ・ファミリー浄心 3 階）

N

地下鉄栄駅

改札口 改札口

栄地下街

旧事務所旧事務所

市営久屋駐車場

クリスタル広場クリスタル広場

中央改札口

住まいの窓口
オアシス21

バスターミナル内に
移転しました！

N

改
札
口

名
古
屋
三
越

中
日
ビ
ル

名鉄栄町駅

オアシス
21

オアシス
21




